
2022年10月1日から
指定難病の医療受給者証の

指定医療機関の追加・削除申請は不要です

浜松市が発行する特定医療費（指定難病）受給者証の注意事項に、
各都道府県または政令指定都市の指定する医療機関（難病法に基づ
き指定された医療機関）であれば、医療費助成の対象となる旨を追記
しました。
そのため、指定医療機関であれば、新たに利用する指定医療機関
（※１）として事前の申請をしなくても、助成対象として受診できる
ようになります。
（※１）医療機関が「難病法に基づく指定医療機関の指定」を受けているかどうかは、各都道府

県・指定都市のHPにおいてご確認ください。
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難病法に基づく医療費助成制度の対象者と家族の皆さま

ここに記載してあります


